
平成２５年度監査テーマ：徳島県企業局に関する事務の執行全般について

担当課別の措置状況　（※１つの指摘・意見が複数の課等にまたがる場合があるため，上記 「指摘・意見の数」 とは一致しない。）

措置済み 措置中 措置予定 検討中 不措置 措置済み 措置中 措置予定 検討中 不措置

Ⅰ　電気事業 8 8 13 13

5 5 9 9

1 1 2 2

1 1 1 1

1 1 1 1

Ⅱ　工業用水道事業 8 8 11 11

3 3 7 7

1 1 1 1

3 3 2 2

1 1 1 1

Ⅲ　土地造成事業 2 2 6 6

1 1 6 6

1 1 0 0

Ⅳ　駐車場事業 2 2 5 5

2 2 5 5

Ⅴ　各事業に共通する問題 7 7 13 13

4 4 8 8

1 1 3 3

2 2 2 2

27 27 48 48

100% 100.0% 100% 100.0%

（参考）

平成２８年５月１３日公表分

指摘・意見の数　　指摘２０（うち措置済み１９，検討中１，未措置０）　　意見４０（うち措置済み４０，検討中０，未措置０）

平成２７年９月３０日公表分

指摘・意見の数　　指摘２０（うち措置済み１９，検討中１，未措置０）　　意見４０（うち措置済み３５，検討中５，未措置０）

平成２６年９月１９日公表分

指摘・意見の数　　指摘２０（うち措置済み１８，検討中２，未措置０）　　意見４０（うち措置済み２６，検討中１４，未措置０）

指摘・意見の数

事業推進課

施設基盤整備室

合計（※）

構成比

施設基盤整備室

総合管理推進センター

経営企画戦略課

施設基盤整備室

経営企画戦略課

経営企画戦略課

経営企画戦略課

事業推進課

施設基盤整備室

総合管理推進センター

経営企画戦略課

事業推進課

措 置 状 況 総 括 表
令和２年５月２９日公表分

　　　　　　　　　　　　措置状況
事業・担当課等

指　　　　　摘 意　　　　　見

指摘２０（うち措置済み２０，措置中０，措置予定０，検討中０，不措置０）　　意見４０（うち措置済み４０，措置中０，措置予定０，検討中０，不措置０）
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措 置 状 況 一 覧 表
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Ⅱ 工業用水道事業

報告書
項 目 指 摘 及 び 意 見 講 じ た 措 置 等 措置状況

ページ

67-68 ７未収金 未収金債権の管理をもっと厳格にすべきであり，弁 当該案件については，工業用水道事業において水道料金を 措置済み
護士など法律専門家と緊密に連携し，回収手続を確実 滞納している債務者に対し，これまでも継続して債権回収及
に進める必要がある。 び法人の状況調査に努めてきたところであるが，債務者は事
他方で，回収可能性がないと見込まれる債権につい 実上倒産しており，代表者も行方不明であることから，回収

ては，速やかに債権放棄をして管理の負担の軽減化を は極めて困難な状況にある。
図るべきである。（指摘） 平成２５年度には債務名義を取得し，平成２８年度におい

ては本件解決の糸口を探るべく弁護士に相談し，財産調査の
方法等を検討したが，有効な方策は見出せなかった。代表者
が行方不明のため，債権及び動産の強制執行ができず，保有
している不動産も認められないため，令和２年４月に地方自
治法施行令第１７１条の５に基づき，徴収停止の措置をとっ
た。
今後は，引き続き，登記事項及び戸籍附票の調査，訪問を

行い，時効期間が経過した場合は，議会の承認を得た後に債
権放棄する方針である。

（企業局経営企画戦略課）

＜参考：平成26年9月19日公表分＞
現在残っている未収金（１件）については，回収が非常に 検討中

困難になっているが，今後，弁護士など法律専門家の意見も
聞きながら，解決に向け取り組んでいく。

（企業局経営企画戦略課）


